
 

宝木地区 

Ⅰ 協議体の概要 

 会議名 支え合い会議 

 設置年月日 平成３１年４月２９日 開催頻度 ４回／年 

 構成団体（◎：事務局） 

 
○ 自 治 会 連 合 会 ○ まちづくり協議会 ○ 民生委員児童委員協議会 ◎ 地区社会福祉協議会  

○ 老人クラブ連合会 ○ 福祉協力員連絡会  健康づくり推進員会  第２層生活支援コーディネーター  

 
○ 市社会福祉協議会 ○ 地域包括支援センター ○ その他（              ） 

 設置方式 

 
○ 新規設置  既存会議活用（           ）  ケア会議活用 

 設置要綱・会則等の有無 有 ・ 無 

 設置までの経緯 

 時 期 内 容 

 
平成２９年 

  ～３０年 

地域ケア会議（メンバー：単位自治会長，民児協会長，民生委員，包括等） 

→ 地域包括ケアシステムや第２層協議体の取組について共通理解を図るとともに，

地域の課題について検討を行った。 

 
平成３０年９月 

各単位自治会に，自治会長を長とした「ふれあい福祉の会」を設立 

活動内容：一人暮らし高齢者等の把握と見守り，生活支援活動，地域福祉活動 

 

平成３１年３月 

支え合い会議設立準備会

（メンバー：地区社協，自治会連合会，ふれあい福祉の会，民児協，福祉協力員連絡会，老人クラブ等，第２層協議体構成団体）

→ 第２層協議体設置に向け，メンバー構成や協議する内容，地域住民の役割等につ

いて検討を行った。 

 
４月 第２層協議体設置 

 協議体における検討内容（協議体で取り組んできたこと，議論してきたこと） 

 
地域情報の共有， 

課題やニーズの把握について 

・ ふれあい福祉の会や各参加団体からの情報提供 

・ 各地域団体から得た情報をもとに，意見交換を行うことによ

り，地域の課題を把握 

 

支え合い活動について 

（見守り活動，居場所づくり，生活支援ボランティア等）

・ 見守り活動の継続実施 

・ 介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービスＢ（住民

主体型サービス）について意見交換 

・ ふれあい・いきいきサロンの充実に向けた議論 

 

その他 

・ 「宝木支え合い通信」の発行 

・ 「支え合い会議」の活動基盤となる「ふれあい福祉の会」を

単位自治会に設立し，福祉活動を実施 

  



Ⅱ 取組事例 

 【地域における見守り体制の整備】�

�

 ふれあい福祉の会（単位自治会）で実施している見守り活動について，活動状況や課題などについて，

支え合い会議で共有し，地域ぐるみの見守りを行う体制としている。 

 

【見守り活動の内容】 

６５歳以上の見守りが必要な高齢者について，生活状況など 

から，以下のランクに振り分けて，自治会が中心となり，見 

守り活動を推進している。 

 

 ① 一人暮らしの高齢者の把握 

② 対象者の見守りランク付け 

    Ａ：心配ない，Ｂ：やや心配， 

Ｃ：心配・見守り強化，Ｄ：行政対応 

 ④ ランク別の見守り等の対応 

Ｂ・Ｃ対象者の担当指名等による積極的見守り活動の実施 

 

 

 

 効果（検討中の場合は，期待する効果） 

  高齢者の生活状況等に応じた見守りの優先度や，ランクに応じた具体的な見守り方法などを整理し，

地域内で方針を共有することにより，地域ぐるみの見守り体制を構築できた。 

�

 【「宝木支え合い通信」の発行】�

� 内 容： 

支え合い会議の結果（地区全体の見守り対象者数や 

活動事例等）をまとめ，会議構成員をはじめ，各自治 

会員等に配布することにより，「地域情報」を共有して 

いる。 

 

 

 

 

 

 

 効果（検討中の場合は，期待する効果） 

 会議結果の情報共有を行うことで，メンバーの更なる共通理解に繋がった。 

 

Ⅲ 協議体を設置して，良かったこと 

ふれあい福祉の会や各参加団体間での情報共有を図ることにより，既存の取組内容が精査されるとともに，

地域で高齢者が安心して暮らし続けるための新規の取組に向けた意見交換ができた。 

Ⅳ 今後の方向性 

 ・ 見守り活動による，老々世帯，認知症在宅世帯，災害時要援護者の継続的把握，要生活支援者の早期発

見と必要な支援の実施 

・ 自治会のいきいきサロンなど，居場所づくりの構築による更なる介護予防活動の推進 

発 行：No. １：令和元年 ９月 

    No. ２：令和元年１２月 

No. ３：令和２年 ３月 

 No. ４：令和２年 ９月 

No. ５：令和２年１２月 

No. ６：令和３年 ６月 

【宝木支え合い通信】 

ふれあい福祉の会（単位自治会）の見

守り状況をまとめた様式を活用し，情

報を集約・共有している。 

No. ７：令和３年 ９月 

No. ８：令和３年１２月 

No. ９：令和４年 ２月 

No.１０：令和４年 ５月 

No.１１：令和４年 ８月 

No.１２：令和４年１１月








































